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Ⅰ　はじめに

　本年4月に高年齢者が活躍できる環境
の整備を目的として、改正「高年齢者等
の雇用の安定等に関する法律」が施行さ
れました。この法律は少子高齢化が進む
中で、働く意欲のある高年齢者が活躍で
きるような環境の整備を目的とした法律
です。
　今回の主な改正は70歳までの継続雇用
制度の導入に関するものであり、努力義
務とされております。
　さて、同法は、いろいろな労働法令の
中でも当初努力義務で定められ、その後
義務化される典型的な法律です。努力義
務とされたことで、行政指導の対象とす
るとされています。
　このため、制度導入に向けた着実な取
り組みを進めていただく必要があります。

Ⅱ　改正後は、70歳までの就業機会の

確保措置を講ずることが努力義務と

され、次の5つの選択肢が規定され

ています。

1. 70歳まで定年年齢の引き上げ
2. 定年制を廃止
3.  70歳までの継続雇用制度（再雇用制

度・勤務延長制度等）を導入（特殊関
係事業主に加えて、他の事業主による
ものを含む）

4.  70歳まで継続的に業務委託契約を締
結する制度の導入

5.  70歳まで継続的に次の事業に従事で
きる制度の導入

・事業主が自ら実施する社会貢献事業
・ 事業主が委託、出資（資金提供）等する

団体が行う社会貢献事業

70歳まで継続雇用への取組について
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☞⒈、⒉、⒊を継続雇用制度と略します。
☞ ⒊の特殊関係事業主とは医療機関のグ

ループ内の事業主をいいます。
☞⒋、⒌は創業支援等措置と略します。

Ⅲ　改正法の70歳までの就業機会の確

保措置（以下、「高年齢者就業確保措

置」と略します）の導入に当たっては

次のような留意点があります。

⒈  高年齢者就業確保措置は、「事業主が
措置を講ずる努力」をしていれば、実
際に措置を講じることができていな
くても努力義務を満たしたこととな
るのかというと、措置が講じられて
いない場合は努力義務を満たしてい
ることにはならないとされています。

⒉  「67歳までの継続雇用制度を導入」す
るなど、高年齢者就業確保措置を段
階的に講ずることも可能ですが、改
正法で努力義務として求めているの
は70歳までの就業機会を確保する制
度を講じることであるため、70歳ま
での制度を導入することに努め続け
ることが必要です。

⒊  「継続雇用制度」において特殊関係事
業主や他の事業主が高年齢者就業確
保措置を講ずる場合も、どの措置を
講じても構いません。ただし、定年
まで雇用していた医療機関が、特殊
関係事業主や他の事業主が講じる高
年齢者就業確保措置について過半数
労働組合等の同意を得たうえで、当
該措置の実施に関する計画を定年ま
で雇用していた医療機関の職員に周
知する必要があります。

⒋  「創業支援等措置」を講ずる場合も、ど

の高年齢者就業確保措置を講じても
構いません。ただし、前述のように
創業支援等措置の内容等を記載した
計画については過半数労働組合等の
同意を得る必要があります。

⒌  事業主が実際に高年齢者就業確保措
置を講じる場合において、就業条件
など措置の内容に関して「高年齢者と
事業主の間で合意できず」、高年齢者
本人が措置を拒否した場合は、改正
法で努力義務として求めているのは、
希望する高年齢者が70歳まで働ける
制度の導入であって、事業主に対し
て個々の職員の希望に合致した就業
条件を提示することまでは求めてい
ません。そのため、事業主が合理的
な裁量の範囲での就業条件を提示し
ていれば、職員と事業主との間で就
業条件等についての合意が得られず、
結果的に職員が措置を拒否したとし
ても、努力義務を満たしていないも
のとはなりません。

　  　また、前述の⒊及び⒋において事
業主が過半数労働組合等の同意を得
たうえで、当該計画に示した内容ど
おりの措置を講じていれば、個々の
職員と事業主の間で就業条件等につ
いての合意が得られず、結果的に職
員が措置を拒否したとしても、努力
義務を満たしていないものとはなり
ません。

⒍  65歳以降70歳までの就業確保措置を
講じるに当たって、「職種・雇用形態
により、就業確保措置の内容を区別」
することは、改正法における5つの選
択肢のうち、どの措置をどのような
対象者に講じるかについては、労使
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間で十分に協議のうえ、個々の実情
に応じて定められることとされてお
りますので、職種・雇用形態により
就業確保措置の内容を区別すること
は可能です。

　  　なお、労使間の協議を踏まえて複
数の措置を講ずる場合には、個々の
高年齢者にいずれの措置を適用する
かについて、個々の職員の希望を聴
取し、これを十分に尊重して決定す
ることが必要です。

⒎  高年齢者就業確保措置を講じる際に、
「就業規則を変更」する場合は、労働
基準法第89条に常時10人以上の職員
を使用する使用者は、法定の事項に
ついて就業規則を作成し、所轄の労
働監督署に届け出なければならない
こととされています。定年の引き上
げ、継続雇用制度の延長等の措置を
講じる場合や、創業支援等措置に係
る制度を事業所で新たに設ける場合
には、同条の「退職に関する事項」等
に該当するものとして、就業規則を
作成又は変更し、届け出る必要があ
ります。

⒏  「65歳に達する職員がいない場合」で
も、高年齢者就業確保措置と同様に、
全ての事業所に対して一律に適用さ
れる努力義務ですので、当分の間、
65歳以上の職員が生じない医療機関
も含めて、措置を講じるよう努める
ことが必要です。

⒐  就業規則において、「継続雇用しない
事由や業務委託契約等を更新しない
又は解除する事由」を解雇事由として
別に定めることは、高年齢者就業確

保措置は努力義務であるため、「措置
の対象者を限定する基準」として継続
雇用しない事由や業務委託契約等を
更新しない又は解除する事由につい
て解雇事由とは別に定めることは可
能です。

　  　継続雇用しない事由を定める場合
は、前述の⒎と同様に必要に応じ就
業規則に定める必要があります。

　  　また、基準を設ける場合には過半
数労働組合等の同意を得ることが望
ましく、労使で協議のうえ設けた基
準であっても、高年齢者雇用安定法
の趣旨に反するものは認められませ
ん。

10.  高年齢者就業確保措置の実施及び運
用に関する指針では、「賃金・人事処
遇制度」について、支払われる金銭は
制度を利用する高年齢者の就業の実
態、生活の安定等を考慮し、業務内
容に応じた適切なものとなるよう努
めること、職業能力を評価する仕組
みの整備とその有効な活用を通じ、
高年齢者の意欲及び能力に応じた適
正な配置及び処遇の実現に努めるこ
ととあります。70歳までの就業機会
を確保するうえで、具体的に70歳ま
での就業確保においては、職員の希
望に合致した労働条件までは求めら
れていませんが、法の趣旨を踏まえ
た合理的な裁量の範囲内のものであ
ることが必要と考えられます。

11.  継続雇用制度を他の事業所で行う場
合において、解雇等により70歳に達
する前に高年齢者が就業を継続でき
なくなった場合において高年齢者が
離職した後70歳までの期間について、
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定年まで雇用した医療機関が再雇用
等を行う必要があるかというと、定
年まで雇用した医療機関が70歳まで
他の事業所で働ける制度を定めてい
る場合には、努力義務を満たしてい
ます。そのため、就業先からの解雇
等により70歳に達する前に就業を継
続できなくなった高年齢者について
は、70歳までの残りの期間について、
定年まで雇用した医療機関が改めて
高年齢者就業確保措置を講じる必要
はありません。

Ⅳ　助成金の制度

　3つのコースで助成金の制度が設けら
れており、次のとおりです。
　⒈の65歳超継続雇用促進コースは、添
付書類も少なく申請が容易等もあり申請
件数が多かったため、9月24日時点で新
規申請の受付が停止されています。
　同コースの再度の予算化など動向を注
視していただきたいと思います。
　2.の高年齢者評価制度等雇用管理改善
コース及び3. 高年齢者無期雇用転換コ
ースについての計画認定申請及び支給申
請は受付されております。
　　
1. 65歳超継続雇用促進コース

⑴ 　労働協約又は就業規則により、次の
ア〜エのいずれかに該当する制度を実
施したこと。

ア　65歳以上への定年引上げ
イ　定年の定めの廃止
ウ 　希望者全員を66歳以上の年齢まで雇

用する継続雇用制度の導入
エ 　他社による継続雇用制度の導入
⑵ 　⑴の制度を規定した際に経費を要し

たこと。　
⑶ 　⑴の制度を規定した労働協約又は就

業規則を整備していること。
⑷ 　支給申請日の前日において、高年齢

者雇用等推進者の選任及び高年齢者雇
用管理に関する措置を実施している事
業主であること。

⑸ 　支給申請日の前日において、当該事
業主に1年以上継続して雇用されてい
る60歳以上の雇用保険被保険者（短期
雇用特例被保険者及び日雇労働被保険
者を除く。期間の定めのない労働契約
を締結する職員又は定年後に継続雇用
制度により引き続き雇用されている者
に限る）が1人以上いること。

2. 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

　このコースは、高年齢者の雇用管理制
度の整備等に係る措置を労働協約又は就
業規則に定め、次の⑴〜⑵によって実施
した場合に受給することができます。
⑴　雇用管理整備計画の認定
　高年齢者のための雇用管理制度の整備
等の取り組みに係る「雇用管理整備計画」
を作成し、独立行政法人 高齢・障害・求
職者雇用支援機構理事長に提出してその
認定を受けること。
　☞計画とは高年齢者の雇用の機会を増
大するための能力開発、能力評価、賃金
体系、労働時間等の雇用管理制度の見直
し若しくは導入又は医師若しくは歯科医
師による健康診断を実施するための制度
の導入です。
⑵　高年齢者雇用管理整備の措置の実施
　⑴の雇用管理整備計画に基づき、同計
画の実施期間内に高年齢者雇用管理整備
の措置を実施すること。
3. 高年齢者無期雇用転換コース

　このコースは、次の⑴〜⑵によって50
歳以上かつ定年年齢未満の有期契約職員
を無期雇用職員に転換させた場合に受給
することができます。
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⑴　無期雇用転換計画の認定
　「無期雇用転換計画」を作成し、（独）高
齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に
提出してその認定を受けること。
⑵　無期雇用転換措置の実施
　⑴の無期雇用転換計画に基づき、当該
計画の実施期間内に、高年齢の有期契約
職員を無期雇用職員に転換すること。

　以上が、3コースの概要ですが、この
ほかにも雇用関係助成金共通の要件な
ど、いくつかの受給要件がありますので、
詳しくは鹿児島労働局にお問い合わせく
ださい。

Ⅴ　対応にあたってのポイント

　高年齢者就業確保措置への対応は、継
続雇用を前提とした制度とするのか、創
業等支援措置を前提とした制度とするの
か、それぞれの医療機関に沿った考え方
が必要となります。
　対象者について、一定の能力があるこ
とのほかに、健康状態に問題がないこと
も検討しなければなりません。就業規則
や創業支援等措置の計画に、契約を継続
しない場合として、心身の故障のため業
務に堪えられないと認められることや、
勤務（業務）状況が著しく不良で引き続き
職員としての職責（業務）を果たし得ない
ことを規定することで、契約を継続しな
いことが認められます。
　賃金をどのように定めるべきかは、賃
金の減額自体がまったく許されないわけ
ではありませんが、合理的な裁量の範囲
を超えた場合は、違法と判断される可能
性があります。
　また、高年齢者は、若年職員と同様に
働くことが必ずしもできないこともあり
ます。高年齢者の健康に対する配慮はも

ちろんのこと、業務内容等においても、
高年齢者が健康を害すことのないような
配慮が求められます。

Ⅵ　終わりに

　改正法はすべての事業所に適用される
ため、事業所に高年齢者がいない場合で
も努力義務を負うことには注意しなけれ
ばなりません。
　また、前述のように、今後、労働力確
保の観点から、健康年齢が上がるにつれ
て65歳以上の高年齢者の就業が義務付け
られることも十分あり得ます。
　努力義務を果たしていないとしても罰
則はありませんが、行政指導の対象（指
導・助言、状況が改善しなければ勧告等）
となることはあります。
　医療機関においての組織作りとして
も、業務の効率化を考える一つの機会と
なり得ますし、高年齢者の技能をうまく
活用すれば、生産性の向上が期待できま
す。
　雇用対応を進めるというだけでなく、
できるだけ組織全体としてどうすれば高
齢者がより働きやすく、パフォーマンス
を発揮させることができるかを考えたう
えで、計画づくりをされることをお勧め
します。

（参考とした資料等）
厚生労働省ホームページ
・高齢者雇用安定法改正の概要　
・ 高年齢者就業確保措置の実施及び運用

に関する指針
・65歳超雇用推進助成金
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［例1］定年を満70歳とする例

（定年等）
第49条　職員の定年は、満70歳とし、

定年に達した日の属する月の末日を
もって退職とする。

［例2］定年を満65歳とし、その後希望

者全員を継続雇用する例

（定年等）
第49条　職員の定年は、満65歳とし、

定年に達した日の属する月の末日を
もって退職とする。

2　前項の規定にかかわらず、定年後
も引き続き雇用されることを希望
し、解雇事由又は退職事由に該当し
ない職員については、満70歳までこ
れを継続雇用する。

［例3］定年を満60歳とし、その後希望

者を継続雇用する例（満65歳以降は対

象者基準あり）

（定年等）
第49条　職員の定年は、満60歳とし、
定年に達した日の属する月の末日をも
って退職とする。
2　前項の規定にかかわらず、定年後

も引き続き雇用されることを希望
し、解雇事由又は退職事由に該当し
ない職員については、満65歳までこ
れを継続雇用する。

3　前項の規定に基づく継続雇用の満
了後に、引き続き雇用されることを
希望し、解雇事由又は退職事由に該
当しない職員のうち、次の各号に掲
げる基準のいずれにも該当する者に

ついては、満70歳までこれを継続雇
用する。

⑴　過去○年間の人事考課が○以上で
ある者

⑵　過去○年間の出勤率が○%以上で
ある者

⑶　過去○年間の定期健康診断結果を
産業医が判断し、業務上、支障がな
いと認められた者

［例4］定年を満65歳とし、その後希望

者の意向を踏まえて継続雇用又は業務

委託契約を締結する例（ともに対象者

基準あり）

（定年等）
第49条　職員の定年は、満65歳とし、

定年に達した日の属する月の末日を
もって退職とする。

2　前項の規定にかかわらず、定年後
も引き続き雇用されることを希望
し、解雇事由又は退職事由に該当し
ない職員のうち、次の各号に掲げる
基準のいずれにも該当する者につい
ては、満70歳までこれを継続雇用す
る。

⑴　過去○年間の人事考課が○以上で
ある者

⑵　過去○年間の出勤率が○%以上で
ある者

⑶　過去○年間の定期健康診断結果を
産業医が判断し、業務上、支障がな
いと認められた者

※医療機関の状況に応じて修正を加え
てください。

【就業規則の記載例】


